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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トレンチゲート構造を有する炭化珪素半導体装置であって、
　炭化珪素からなる第１導電型または第２導電型の基板（１１）と、
　前記基板の表面上に形成され、前記基板よりも低不純物濃度とされた第１導電型の第１
不純物領域（１２）と、
　前記第１不純物領域の上に形成された第２導電型の炭化珪素からなるベース領域（１８
）と、
　前記ベース領域の表層部に形成され、前記第１不純物領域よりも高不純物濃度とされた
第１導電型の炭化珪素からなる第２不純物領域（１９）と、
　前記第２不純物領域の表面から前記ベース領域よりも深くまで形成され、一方向を長手
方向として形成されたトレンチ（２１）の内壁面に形成されたゲート絶縁膜（２２）と、
前記トレンチ内において、前記ゲート絶縁膜の上に形成されたゲート電極（２３）と、を
有するトレンチゲート構造と、
　前記第２不純物領域に電気的に接続されると共に前記ベース領域に電気的に接続される
第１電極（２４）と、
　前記基板の裏面側に形成され、前記基板と電気的に接続される第２電極（２６）と、を
備え、
　前記第１不純物領域と前記ベース領域との間に形成され、前記第１不純物領域よりも高
不純物濃度とされた第１導電型の炭化珪素からなる第１電流分散層（１３）と、
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　前記第１電流分散層内に形成され、前記第１電流分散層より浅くされると共に一方向を
長手方向として延設された第２導電型の炭化珪素からなる複数の第１ディープ層（１４）
と、
　前記第１電流分散層と前記ベース領域との間に形成され、前記トレンチの底部が位置し
、第１導電型の炭化珪素からなる第２電流分散層（１５）と、
　前記第１電流分散層と前記ベース領域との間に形成され、前記ベース領域と繋がると共
に前記第１ディープ層と繋がり、かつ前記トレンチから離れて形成された第２導電型の炭
化珪素からなる第２ディープ層（１７）と、を有し、
　前記複数の第１ディープ層は、前記トレンチの長手方向と交差する方向に延設されてお
り、
　前記第２ディープ層は、前記第１ディープ層の延設方向と交差する方向に延設されてい
る炭化珪素半導体装置。
【請求項２】
　前記複数の第１ディープ層は、隣合う前記第１ディープ層同士が複数の箇所で繋がって
いる請求項１に記載の炭化珪素半導体装置。
【請求項３】
　前記第２電流分散層は、前記第１不純物領域よりも高不純物濃度とされている請求項１
または２に記載の炭化珪素半導体装置。
【請求項４】
　前記第１電流分散層は、当該第１電流分散層の不純物濃度をｙ［ｃｍ－３］とし、隣合
う前記第１ディープ層の間に位置する部分における最も狭い部分の長さをｘ［μｍ］とす
ると、ｙ>２×１０１６／ｘ１．７２８とされている請求項１ないし３のいずれか１つに
記載の炭化珪素半導体装置。
【請求項５】
　前記第１電流分散層は、当該第１電流分散層の不純物濃度をｙ［ｃｍ－３］とし、隣合
う前記第１ディープ層の間に位置する部分における最も狭い部分の長さをｘ［μｍ］とす
ると、ｙ<－２×１０１７ｘ＋３×１０１７とされている請求項１ないし４のいずれか１
つに記載の炭化珪素半導体装置。
【請求項６】
　前記トレンチゲート構造が配置されるセル領域（１）と、前記セル領域を囲む外周領域
（２）とを有し、
　前記第１電流分散層は、前記セル領域のみに形成され、
　前記外周領域には、第２導電型の炭化珪素からなるガードリング（２７）が形成されて
いる請求項１ないし５のいずれか１つに記載の炭化珪素半導体装置。
【請求項７】
　前記トレンチは、＜１１－２０＞方向が前記長手方向とされている請求項１ないし６の
いずれか１つに記載の炭化珪素半導体装置。
【請求項８】
　トレンチゲート構造を有する炭化珪素半導体装置の製造方法であって、
　炭化珪素からなる第１導電型または第２導電型の基板（１１）を用意することと、
　前記基板の表面上に、前記基板よりも低不純物濃度とされた第１導電型の炭化珪素から
なる第１不純物領域（１２）を形成することと、
　前記第１不純物領域上に、前記第１不純物領域よりも高不純物濃度とされた炭化珪素か
らなる第１導電型の第１電流分散層（１３）を形成することと、
　前記第１電流分散層にイオン注入を行って熱処理を行うことにより、前記第１電流分散
層内に、前記第１電流分散層より浅くされると共に一方向を長手方向とする第２導電型の
炭化珪素からなる複数の第１ディープ層（１４）を形成することと、
　前記第１電流分散層上に、第１導電型の炭化珪素からなる第２電流分散層（１５）を形
成することと、
　前記第１電流分散層上に、前記第１ディープ層と繋がる第２導電型の炭化珪素からなる
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第２ディープ層（１７）を形成することと、
　前記第２電流分散層および前記第２ディープ層上に、第２導電型の炭化珪素からなるベ
ース領域（１８）を形成することと、
　前記ベース領域の表層部に、前記第１不純物領域よりも高不純物濃度とされた第１導電
型の第２不純物領域（１９）を形成することと、
　前記第２不純物領域の表面から前記ベース領域を貫通し、かつ底面が前記第２電流分散
層内に位置すると共に前記第２ディープ層と離れるように、一方向を長手方向とするトレ
ンチ（２１）を形成することと、
　前記トレンチの内壁面にゲート絶縁膜（２２）を形成することと、
　前記トレンチ内において、前記ゲート絶縁膜の上にゲート電極（２３）を形成すること
と、
　前記第２不純物領域および前記ベース領域と電気的に接続される第１電極（２４）を形
成することと、
　前記基板の裏面側に、前記基板と電気的に接続される第２電極（２６）を形成すること
と、を行い、
　前記第１電流分散層を形成することでは、前記第１不純物領域にイオン注入を行って熱
処理を行うことで前記第１電流分散層を形成し、
　前記複数の第１ディープ層を形成することでは、前記トレンチの長手方向と交差する方
向に前記複数の第１ディープ層を形成し、
　前記第２ディープ層を形成することでは、前記第１ディープ層の延設方向と交差する方
向に前記第２ディープ層を形成する炭化珪素半導体装置の製造方法。
【請求項９】
　前記基板を用意することでは、セル領域と、前記セル領域を囲む外周領域とを構成可能
な前記基板を用意し、
　前記第１電流分散層を形成することでは、前記セル領域のみに前記第１電流分散層を形
成し、
　前記外周領域に、前記セル領域を囲む第１導電型のガードリング（２７）を形成する請
求項８に記載の炭化珪素半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
　前記第２電流分散層を形成することでは、エピタキシャル成長で前記第２電流分散層を
形成し、
　前記ベース領域を形成することでは、エピタキシャル成長で前記ベース領域を形成する
請求項８または９に記載の炭化珪素半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、本発明は、トレンチゲート構造を有する炭化珪素（以下、ＳｉＣという）半
導体装置およびその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、例えば、ＳｉＣからなる基板を用いて構成されたＳｉＣ半導体装置が提案さ
れている（例えば、特許文献１参照）。すなわち、このＳｉＣ半導体装置では、基板上に
ｎ型のドリフト層が形成されている。また、ドリフト層の表層部にｐ型のベース領域が形
成され、ベース領域の表層部にｎ＋型のソース領域が形成されている。そして、ソース領
域およびベース領域を貫通してドリフト層に達するトレンチが一方向に延設され、当該ト
レンチの壁面にゲート絶縁膜を介してゲート電極が形成されることでトレンチゲート構造
が構成されている。また、ベース領域の下方には、トレンチの延設方向と交差する方向に
沿って複数のｐ型のディープ層がストライプ状に形成されている。
【０００３】
　これによれば、ディープ層とドリフト層との間に構成される空乏層により、高電界がゲ



(4) JP 6729523 B2 2020.7.22

10

20

30

40

50

ート絶縁膜側に入り難くなるようにできる。このため、このようなＳｉＣ半導体装置では
、ゲート絶縁膜が破壊されることを抑制できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－１６９３８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記ＳｉＣ半導体装置では、ゲート絶縁膜が破壊されることを抑制でき
るものの、ディープ層とドリフト層との間に構成される空乏層によって電流経路が狭くな
り易い。このため、上記ＳｉＣ半導体装置では、オン抵抗が高くなり易いという問題があ
る。
【０００６】
　本発明は上記点に鑑み、ゲート絶縁膜が破壊されることを抑制しつつ、オン抵抗を低減
できるＳｉＣ半導体装置およびその製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するための請求項１では、トレンチゲート構造を有するＳｉＣ半導体装
置であって、ＳｉＣからなる第１導電型または第２導電型の基板（１１）と、基板の表面
上に形成され、基板よりも低不純物濃度とされた第１導電型のＳｉＣからなる第１不純物
領域（１２）と、第１不純物領域の上に形成された第２導電型のＳｉＣからなるベース領
域（１８）と、ベース領域の表層部に形成され、第１不純物領域よりも高不純物濃度とさ
れた第１導電型のＳｉＣからなる第２不純物領域（１９）と、第２不純物領域の表面から
ベース領域よりも深くまで形成され、一方向を長手方向として形成されたトレンチ（２１
）の内壁面に形成されたゲート絶縁膜（２２）と、トレンチ内において、ゲート絶縁膜の
上に形成されたゲート電極（２３）と、を有するトレンチゲート構造と、第２不純物領域
に電気的に接続されると共にベース領域に電気的に接続される第１電極（２４）と、基板
の裏面側に形成され、基板と電気的に接続される第２電極（２６）と、を備え、第１不純
物領域とベース領域との間に形成され、第１不純物領域よりも高不純物濃度とされた第１
導電型のＳｉＣからなる第１電流分散層（１３）と、第１電流分散層内に形成され、第１
電流分散層より浅くされると共に一方向を長手方向として延設された第２導電型のＳｉＣ
からなる複数の第１ディープ層（１４）と、第１電流分散層とベース領域との間に形成さ
れ、トレンチの底部が位置し、第１導電型のＳｉＣからなる第２電流分散層（１５）と、
第１電流分散層とベース領域との間に形成され、ベース領域と繋がると共に第１ディープ
層と繋がり、かつトレンチから離れて形成された第２導電型のＳｉＣからなる第２ディー
プ層（１７）と、を有し、複数の第１ディープ層は、トレンチの長手方向と交差する方向
に延設されており、第２ディープ層は、第１ディープ層の延設方向と交差する方向に延設
されている。
【０００８】
　これによれば、トレンチよりも深い位置に、第１不純物領域よりも高不純物濃度とされ
た第１電流分散層と、当該第１電流分散層内に形成された第１ディープ層が配置されてい
る。このため、ゲート絶縁膜に高電界が印加されることを抑制でき、ゲート絶縁膜が破壊
されることを抑制できる。
【０００９】
　また、第１電流分散層は、第１不純物領域より高不純物濃度とされている。このため、
第１不純物領域と接するようにディープ層が形成された従来のＳｉＣ半導体装置と比較し
て、第１ディープ層から空乏層が延びることが抑制され、電流経路が狭くなることが抑制
される。したがって、オン抵抗の低減を図ることができる。
【００１０】
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　そして、第１ディープ層は、第１電流分散層内に形成されている。つまり、第１ディー
プ層は、第１ディープ層の底部と第１不純物領域との間に第１電流分散層が位置するよう
に形成されている。このため、第１ディープ層から延びる空乏層が第１不純物領域側に大
きく延び、オン抵抗が増加することを抑制できる。
【００１１】
　さらに、第２ディープ層は、トレンチと離れた位置に形成されている。このため、第２
ディープ層がトレンチと接している場合と比較して、ベース領域を通過したキャリア（例
えば、電子）が第２電流分散層に流れる際、第２電流分散層へと流れる経路が狭くなるこ
とを抑制できる。したがって、ベース領域と第１ディープ層とを繋ぐ第２ディープ層によ
り、オン抵抗が増加してしまうことを抑制できる。
【００１２】
　また、請求項８では、トレンチゲート構造を有するＳｉＣ半導体装置の製造方法であっ
て、ＳｉＣからなる第１導電型または第２導電型の基板（１１）を用意することと、基板
の表面上に、基板よりも低不純物濃度とされた第１導電型のＳｉＣからなる第１不純物領
域（１２）を形成することと、第１不純物領域上に、第１不純物領域よりも高不純物濃度
とされたＳｉＣからなる第１導電型の第１電流分散層（１３）を形成することと、第１電
流分散層にイオン注入を行って熱処理を行うことにより、第１電流分散層内に、第１電流
分散層より浅くされると共に一方向を長手方向とする第２導電型のＳｉＣからなる複数の
第１ディープ層（１４）を形成することと、第１電流分散層上に、第１導電型のＳｉＣか
らなる第２電流分散層（１５）を形成することと、第１電流分散層上に、第１ディープ層
と繋がる第２導電型のＳｉＣからなる第２ディープ層（１７）を形成することと、第２電
流分散層および第２ディープ層上に、第２導電型のＳｉＣからなるベース領域（１８）を
形成することと、ベース領域の表層部に、第１不純物領域よりも高不純物濃度とされた第
１導電型の第２不純物領域（１９）を形成することと、第２不純物領域の表面からベース
領域を貫通し、かつ底面が第２電流分散層内に位置すると共に第２ディープ層と離れるよ
うに、一方向を長手方向とするトレンチ（２１）を形成することと、トレンチの内壁面に
ゲート絶縁膜（２２）を形成することと、トレンチ内において、ゲート絶縁膜の上にゲー
ト電極（２３）を形成することと、第２不純物領域およびベース領域と電気的に接続され
る第１電極（２４）を形成することと、基板の裏面側に、基板と電気的に接続される第２
電極（２６）を形成することと、を行い、第１電流分散層を形成することでは、第１不純
物領域にイオン注入を行って熱処理を行うことで第１電流分散層を形成し、複数の第１デ
ィープ層を形成することでは、トレンチの長手方向と交差する方向に複数の第１ディープ
層を形成し、第２ディープ層を形成することでは、第１ディープ層の延設方向と交差する
方向に第２ディープ層を形成する。
【００１３】
　これによれば、ゲート絶縁膜に高電界が印加されることを抑制しつつ、オン抵抗の低減
を図ることのできる半導体装置を製造できる。また、第１電流分散層をイオン注入および
熱処理によって形成している。このため、第１不純物領域上にエピタキシャル成長によっ
て第１電流分散層を形成する場合と比較して、第１電流分散層の不純物濃度の制御が容易
になり、特性がばらつくことを抑制できる。
【００１４】
　なお、上記および特許請求の範囲における括弧内の符号は、特許請求の範囲に記載され
た用語と後述の実施形態に記載される当該用語を例示する具体物等との対応関係を示すも
のである。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】第１実施形態におけるＳｉＣ半導体装置の斜視断面図である。
【図２】セル領域および外周領域の断面図である。
【図３】図２とは異なるセル領域および外周領域の断面図である。
【図４】第１電流分散層の不純物濃度および幅と、第１電流分散層のオン抵抗との関係を



(6) JP 6729523 B2 2020.7.22

10

20

30

40

50

示すシミュレーション結果である。
【図５】第１電流分散層の不純物濃度および幅と、ゲート絶縁膜に印加される電界との関
係を示すシミュレーション結果である。
【図６】第１電流分散層の不純物濃度および幅と、耐圧との関係を示すシミュレーション
結果である。
【図７】オン抵抗、ゲート絶縁膜に印加される電界、および耐圧と、第１電流分散層の不
純物濃度および幅との関係を示す結果である。
【図８】図２に示すＳｉＣ半導体装置の製造工程を示す断面図である。
【図９】図８に続くＳｉＣ半導体装置の製造工程を示す断面図である。
【図１０】図９に続くＳｉＣ半導体装置の製造工程を示す断面図である。
【図１１】図３に示すＳｉＣ半導体装置の製造工程を示す断面図である。
【図１２】図１１に続くＳｉＣ半導体装置の製造工程を示す断面図である。
【図１３】図１２に続くＳｉＣ半導体装置の製造工程を示す断面図である。
【図１４】第２実施形態における第１電流分散層および第１ディープ層の位置関係を示す
平面模式図である。
【図１５】他の実施形態におけるＳｉＣ半導体装置の断面図である。
【図１６】他の実施形態におけるＳｉＣ半導体装置の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施形態について図に基づいて説明する。なお、以下の各実施形態相互
において、互いに同一もしくは均等である部分には、同一符号を付して説明を行う。
【００１７】
　（第１実施形態）
　第１実施形態について図１～図３を参照しつつ説明する。本実施形態のＳｉＣ半導体装
置は、図１～図３に示されるように、反転型のトレンチゲート構造のＭＯＳＦＥＴが形成
されたセル領域１と、当該セル領域１を囲むように外周耐圧構造が形成された外周領域２
とを有する構成とされている。なお、図２中のセル領域１は、図１中のII－II線に沿った
断面図に相当し、図３中のセル領域１は、図１中のIII－III線に沿った断面図に相当する
。また、図１は、ＭＯＳＦＥＴのセル領域１における１セル分の斜視断面図である。
【００１８】
　図１～図３に示されるように、ＳｉＣ半導体装置は、ＳｉＣからなるｎ＋型の基板１１
を備えている。本実施形態では、基板１１は、例えば、（０００１）Ｓｉ面に対して０～
８°のオフ角を有し、窒素やリン等のｎ型不純物濃度が例えば１．０×１０１９／ｃｍ３

とされ、厚さが３００μｍ程度とされたものが用いられる。
【００１９】
　なお、図１～図３では、基板１１の面方向をｘｙ平面とし、ｘｙ平面における＜１１－
２０＞方向をｙ軸方向、ｙ軸方向と直交する方向をｘ軸方向としている。また、基板１１
の面方向に対する法線方向をｚ軸方向としている。
【００２０】
　基板１１の表面上には、窒素やリン等のｎ型不純物濃度が例えば５．０～１０．０×１
０１５／ｃｍ３とされ、厚さが１０～１５μｍ程度とされたＳｉＣからなるｎ－型層１２
が形成されている。このｎ－型層１２は、不純物濃度が深さ方向において一定であっても
よいが、濃度分布に傾斜を付け、ｎ－型層１２のうちの基板１１側の方が基板１１から離
れる側よりも高濃度となるようにすると好ましい。例えば、ｎ－型層１２は、基板１１の
表面から３～５μｍ程度の部分の不純物濃度が２．０×１０１５／ｃｍ３程度他の部分よ
りも高くなるようにするのがよい。このような構成にすると、ｎ－型層１２の内部抵抗を
低減でき、オン抵抗を低減することができる。なお、本実施形態では、ｎ－型層１２が第
１不純物領域に相当している。
【００２１】
　そして、セル領域１では、ｎ－型層１２の表層部に、ｎ－型層１２よりも高不純物濃度
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とされた第１電流分散層１３が形成されている。第１電流分散層１３は、窒素やリン等の
ｎ型不純物によって構成され、深さが０．３～１．５μｍとされている。なお、第１電流
分散層１３の具体的な不純物濃度については後述する。
【００２２】
　また、第１電流分散層１３は、本実施形態では、セル領域１のみに形成されている。つ
まり、本実施形態では、ｎ－型層１２の表層部に第１電流分散層１３が形成されている領
域がセル領域１とされ、ｎ－型層１２の表層部に第１電流分散層１３が形成されていない
領域が外周領域２とされている。
【００２３】
　第１電流分散層１３には、ボロン等のｐ型不純物濃度が例えば２．０×１０１７～２．
０×１０１８とされたｐ型の第１ディープ層１４が複数形成されている。本実施形態では
、複数の第１ディープ層１４は、ストライプ状となるように、それぞれｘ軸方向に沿って
延設され、ｙ軸方向に沿って等間隔に配列されている。
【００２４】
　また、第１ディープ層１４は、第１電流分散層１３より浅く形成されている。つまり、
第１ディープ層１４は、底部が第１電流分散層１３内に位置するように形成されている。
言い換えると、第１ディープ層１４は、ｎ－型層１２との間に第１電流分散層１３が位置
するように形成されている。
【００２５】
　なお、本実施形態では、第１ディープ層１４は、後述するようにイオン注入によって形
成されるが、イオン注入時におけるフォトリソグラフィーの加工限界を考慮し、ｙ軸方向
の長さが０．３μｍ以上となるように形成されている。また、隣合う第１ディープ層１４
のｙ軸方向に沿った間隔、つまり隣合う第１ディープ層１４で挟まれる第１電流分散層１
３のｙ軸方向に沿った幅（以下では、単に第１電流分散層１３の幅ともいう）については
、後述する。但し、隣合う第１ディープ層１４の間隔は、後述する隣合うトレンチ２１の
間隔よりも狭くされている。
【００２６】
　第１電流分散層１３および第１ディープ層１４上には、窒素やリン等のｎ型不純物濃度
が例えば１．０×１０１６～５．０×１０１７とされ、厚さが０．５～２μｍとされた第
２電流分散層１５が形成されている。なお、本実施形態では、後述するように、ｎ－型層
１２、第１電流分散層１３、および第２電流分散層１５を含んでドリフト層１６が構成さ
れている。
【００２７】
　また、第２電流分散層１５には、当該第２電流分散層１５を貫通するように、ボロン等
のｐ型不純物濃度が例えば２．０×１０１７～２．０×１０１８とされ、厚さが第２電流
分散層１５と等しくされた複数の第２ディープ層１７が形成されている。本実施形態では
、第２ディープ層１７は、ｙ軸方向に沿って延設されている。つまり、第２ディープ層１
７は、各第１ディープ層１４と交差する方向に延設されている。そして、各第２ディープ
層１７は、それぞれ複数の第１ディープ層１４と繋がっている。なお、第２ディープ層１
７は、後述するトレンチ２１を挟むように形成されている。つまり、第２ディープ層１７
は、トレンチ２１から離れて形成されている。
【００２８】
　第２電流分散層１５および第２ディープ層１７上には、Ｐ型のベース領域１８が形成さ
れている。そして、ベース領域１８の表層部には、ｎ＋型のソース領域１９およびｐ＋型
のコンタクト層２０が形成されている。なお、ソース領域１９は、後述するトレンチゲー
ト構造の両側に配置されており、コンタクト層２０は、ソース領域１９を挟んでトレンチ
ゲート構造と反対側に備えられている。また、本実施形態では、ソース領域１９が第２不
純物領域に相当している。
【００２９】
　ベース領域１８は、ボロン等のｐ型不純物濃度が例えば５．０×１０１６～２．０×１
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０１９／ｃｍ３、厚さが２．０μｍ程度で構成されている。ソース領域１９は、表層部に
おける窒素やリン等のｎ型不純物濃度（すなわち、表面濃度）が例えば１．０×１０２１

／ｃｍ３、厚さが０．３μｍ程度で構成されている。コンタクト層２０は、例えば表層部
におけるボロン等のｐ型不純物濃度（すなわち、表面濃度）が例えば１．０×１０２１／
ｃｍ３、厚さが０．３μｍ程度で構成されている。
【００３０】
　また、ベース領域１８およびソース領域１９を貫通して第２電流分散層１５に達すると
共に、底面が第２電流分散層１５内に位置するように、例えば幅が１．４～２．０μｍと
されたトレンチ２１が形成されている。言い換えると、トレンチ２１は、第１電流分散層
１３および第１ディープ層１４に達しないように形成されている。つまり、トレンチ２１
は、当該トレンチ２１の底面よりも下方に第１電流分散層１３および第１ディープ層１４
が位置するように形成されている。なお、トレンチ２１がベース領域１８およびソース領
域１９を貫通するように形成されているため、ベース領域１８およびソース領域１９は、
トレンチ２１の側面と接するように形成されているともいえる。
【００３１】
　そして、トレンチ２１は、内壁面に形成されたゲート絶縁膜２２と、ゲート絶縁膜２２
の表面に形成されたドープトＰｏｌｙ－Ｓｉによって構成されるゲート電極２３によって
埋め込まれている。これにより、トレンチゲート構造が構成されている。特に限定される
ものではないが、ゲート絶縁膜２２は、トレンチ２１の内壁面を熱酸化することで形成さ
れ、厚さがトレンチ２１の側面側および底部側で共に１００ｎｍ程度とされている。
【００３２】
　本実施形態では、このようにして、トレンチゲート構造が構成されている。また、トレ
ンチ２１は、図１中のｙ軸方向（すなわち、＜－１１２０＞方向）を長手方向として延設
されている。本実施形態では、このようにトレンチ２１が＜１１－２０＞方向に延設され
ることにより、トレンチ２１の側壁面である（１－１００）面にファセット面が形成され
ることを抑制できる。また、（１－１００）面をチャネルとして用いることができるため
、チャネル移動度依存性の影響を低減できる。なお、トレンチ２１は、実際には、図１中
のｘ軸方向に沿って複数並べて形成されることでストライプ状とされる。また、上記のソ
ース領域１９およびコンタクト層２０は、トレンチ２１の延設方向に沿って延設されてい
る。
【００３３】
　ソース領域１９およびコンタクト層２０の表面やゲート電極２３の表面には、ソース電
極２４やゲート配線（図示せず）が形成されている。なお、本実施形態では、ソース電極
２４が第１電極に相当している。
【００３４】
　ソース電極２４およびゲート配線は、複数の金属（例えばＮｉ／Ａｌ等）にて構成され
ており、少なくともｎ型ＳｉＣ（すなわち、ソース領域１９やｎドープの場合のゲート電
極２３）と接触する部分はｎ型ＳｉＣとオーミック接触可能な金属で構成されている。ま
た、ソース電極２４およびゲート配線は、少なくともｐ型ＳｉＣ（すなわち、コンタクト
層２０やｐドープの場合のゲート電極２３）と接触する部分はｐ型ＳｉＣとオーミック接
触可能な金属で構成されている。
【００３５】
　なお、これらソース電極２４およびゲート配線は、層間絶縁膜２５上に形成されること
で電気的に絶縁されている。そして、ソース電極２４は、層間絶縁膜２５に形成されたコ
ンタクトホール２５ａを通じてソース領域１９およびコンタクト層２０と電気的に接続さ
れている。これにより、第１ディープ層１４は、コンタクト層２０、ベース領域１８、第
２ディープ層１７を介してソース電極２４と同電位に維持される。また、ゲート配線は、
図１～図３とは別断面において、層間絶縁膜２５に形成されたコンタクトホール２５ａを
通じてゲート電極２３と電気的に接続されている。
【００３６】
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　基板１１の裏面側には、基板１１と電気的に接続されるドレイン電極２６が形成されて
いる。なお、本実施形態では、基板１１がドレイン層として機能する。また、本実施形態
では、ドレイン電極２６が第２電極に相当している。
【００３７】
　以上説明したように、セル領域１には、ｎチャネルタイプの反転型のトレンチゲート構
造のＭＯＳＦＥＴが構成されている。
【００３８】
　外周領域２は、図２および図３に示されるように、ｎ－型層１２上に、セル領域１に形
成された第２ディープ層１７が延設されている。そして、ｎ－型層１２の表層部には、第
２ディープ層１７と繋がると共に、セル領域１を囲む複数のＰ型のガードリング２７が構
成されている。本実施形態では、ガードリング２７は、第１電流分散層１３と同じ不純物
濃度とされていると共に、同じ深さとされている。なお、外周領域２には、上記のように
、第１電流分散層１３は形成されていない。
【００３９】
　以上が本実施形態におけるＳｉＣ半導体装置の構成である。次に、上記ＳｉＣ半導体装
置の作動について説明する。
【００４０】
　まず、上記ＳｉＣ半導体装置は、ゲート電極２３にゲート電圧が印加される前のオフ状
態では、ベース領域１８に反転層が形成されない。このため、ドレイン電極２６に正の電
圧（例えば、１６００Ｖ）が印加されたとしても、ソース領域１９からベース領域１８内
に電子が流れず、ソース電極２４とドレイン電極２６との間には電流が流れない。
【００４１】
　また、ゲート電極２３にゲート電圧が印加される前の状態では、ドレイン－ゲート間に
電界がかかり、ゲート絶縁膜２２の底部に電界集中が発生し得る。しかしながら、上記Ｓ
ｉＣ半導体装置では、トレンチ２１よりも深い位置に、第１ディープ層１４および第１電
流分散層１３が備えられている。このため、第１ディープ層１４および第１電流分散層１
３との間に構成される空乏層により、ドレイン電圧の影響による高電界がゲート絶縁膜２
２に入り込み難くなる。したがって、本実施形態では、ゲート絶縁膜２２が破壊されるこ
とを抑制できる。
【００４２】
　そして、ゲート電極２３に所定のゲート電圧（例えば、２０Ｖ）が印加されると、ベー
ス領域１８のうちのトレンチ２１に接している表面にチャネルが形成される。このため、
ソース電極２４から注入された電子は、ソース領域１９からベース領域１８に形成された
チャネルを通った後、第２電流分散層１５に流れる。そして、第２電流分散層１５に流れ
た電子は、第１電流分散層１３を通過してｎ－型層１２に流れ、その後にドレイン層とし
ての基板１１を通過してドレイン電極２６へ流れる。これにより、ソース電極２４とドレ
イン電極２６との間に電流が流れ、ＳｉＣ半導体装置がオン状態となる。なお、本実施形
態では、チャネルを通過した電子が第２電流分散層１５、第１電流分散層１３、およびｎ
－型層１２を通過して基板１１へと流れるため、第２電流分散層１５、第１電流分散層１
３、およびｎ－型層１２を有してドリフト層１６が構成されているといえる。
【００４３】
　この際、第１ディープ層１４および第２ディープ層１７と、第１電流分散層１３および
第２電流分散層１５との間には、逆バイアスが印加された状態となり、空乏層が伸びる。
しかしながら、本実施形態では、第１電流分散層１３および第２電流分散層１５は、ｎ－

型層１２よりも高不純物濃度とされている。このため、ドリフト層と接するようにディー
プ層が形成された従来のＳｉＣ半導体装置と比較して、第１ディープ層１４から延びる空
乏層の広がりが抑制される。このため、電流経路が狭くなることが抑制され、オン抵抗の
低減を図ることができる。
【００４４】
　以上が本実施形態におけるＳｉＣ半導体装置の作動である。次に、第１電流分散層１３
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の具体的な不純物濃度および幅について説明する。
【００４５】
　まず、図４に示されるように、第１電流分散層１３のオン抵抗は、第１電流分散層１３
の不純物濃度が高くなるほど低くなる。詳しくは、第１電流分散層１３のオン抵抗は、０
．５ｍΩ・ｃｍ２以上の範囲では、不純物濃度が高くなるにつれて急峻に低くなり、０．
５ｍΩ・ｃｍ２未満の範囲では、不純物濃度が高くなるにつれて緩やかに低くなる。また
、オン抵抗は、第１電流分散層１３の幅にも依存し、第１電流分散層１３の幅が広くなる
ほど低くなる。このため、本実施形態では、オン抵抗が０．５ｍΩ・ｃｍ２未満となるよ
うに、第１電流分散層１３の不純物濃度および幅が設定されている。
【００４６】
　次に、図５に示されるように、オフ時にゲート絶縁膜２２に印加される電界は、第１電
流分散層１３の不純物濃度が高くなるほど大きくなり、第１電流分散層１３の幅が広くな
るほど大きくなる。ここで、本実施形態のようたトレンチゲート構造を有するＳｉＣ半導
体装置では、ゲート絶縁膜２２に印加される電界が３．０ＭＶ／ｃｍ未満であれば一般的
に高信頼性とされている。したがって、本実施形態では、ゲート絶縁膜２２に印加される
電界が３．０ＭＶ／ｃｍ未満となるように、第１電流分散層１３の不純物濃度および幅が
設定されている。
【００４７】
　さらに、図６に示されるように、耐圧は、第１電流分散層１３の不純物濃度が高くなる
ほど低くなり、第１電流分散層１３の幅が広くなるほど低くなる。ここで、本実施形態の
ようなトレンチゲート構造を有するＳｉＣ半導体装置では、現状では、２０００Ｖの耐圧
が理論的に最大とされており、１６００Ｖの耐圧を有すれば十分に高耐圧であるとされて
いる。このため本実施形態では、耐圧が１６００Ｖ以上となるように、第１電流分散層１
３の不純物濃度および幅が設定されている。
【００４８】
　そして、上記図４～図６をまとめると、図７のようになる。具体的には、図７において
、ハッチングを施した部分が、図４の第１電流分散層１３のオン抵抗、図５のゲート絶縁
膜２２に印加される電界、図６の耐圧の全てを満たす領域となる。
【００４９】
　このため、本実施形態では、第１電流分散層１３の不純物濃度をｙ［ｃｍ－３］とし、
第１電流分散層１３の幅をｘ［μｍ］とすると、２×１０１６／ｘ１．７２８<ｙ<－２×
１０１７ｘ＋３×１０１７とされている。これにより、本実施形態では、オン抵抗を低減
しつつ、ゲート絶縁膜２２に印加される電界を低減でき、さらに耐圧が低下することも抑
制できる。なお、本実施形態では、複数の第１ディープ層１４は、それぞれｘ軸方向に沿
って延設されているため、第１電流分散層１３の幅が第１電流分散層１３における最も狭
い部分の長さに相当する。
【００５０】
　次に、本実施形態のＳｉＣ半導体装置の製造方法について図８～図１３を参照しつつ説
明する。なお、図８～図１０は、図２に相当する断面図であり、図１０～図１３は図３に
相当する断面図である。
【００５１】
　まず、図８（ａ）および図１１（ａ）示されるように、上記ｎ＋型の基板１１を用意す
る。そして、この基板１１の表面に、ＳｉＣからなるｎ－型層１２をエピタキシャル成長
させる。なお、基板１１は、上記セル領域１および外周領域２を構成可能な面積を有する
ものが用いられる。
【００５２】
　次に、図８（ｂ）および図１１（ｂ）に示されるように、ｎ－型層１２の表面に図示し
ないマスクを形成し、第１電流分散層１３の形成予定領域が開口するようにマスクをフォ
トリソグラフィー等でパターニングする。具体的には、セル領域１のみが開口するように
、マスクをパターニングする。そして、マスク上から窒素またはリン等のｎ型不純物をイ
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オン注入すると共に熱処理することにより、セル領域１のみに第１電流分散層１３を形成
する。その後、マスクを除去する。なお、マスクとしては、例えば、ＬＴＯ（すなわち、
Low Temperature oxide）膜等が用いられる。また、本実施形態では、後述の工程でもマ
スクが用いられるが、各マスクは、例えば、ＬＴＯ膜等が用いられる。
【００５３】
　本実施形態では、このように第１電流分散層１３をイオン注入によって形成している。
このため、第１電流分散層１３をエピタキシャル膜で形成する場合と比較して、第１電流
分散層１３の不純物濃度の制御が容易になり、特性がばらつくことを抑制できる。
【００５４】
　次に、図８（ｃ）および図１１（ｃ）に示されるように、図示しないマスクを形成し、
第１ディープ層１４およびガードリング２７の形成予定領域が開口するようにマスクをフ
ォトリソグラフィー等でパターニングする。そして、マスク上からボロン等のｐ型不純物
をイオン注入すると共に熱処理することにより、第１ディープ層１４およびガードリング
２７を形成する。つまり、本実施形態では、第１ディープ層１４およびガードリング２７
を同じ工程で形成する。
【００５５】
　なお、第１ディープ層１４は、上記のように、ストライプ状であって、第１電流分散層
１３より浅く形成される。また、第１電流分散層１３および第１ディープ層１４は、上記
のように、２×１０１６／ｘ１．７２８<ｙ<－２×１０１７ｘ＋３×１０１７を満たすよ
うに形成される。
【００５６】
　続いて、図８（ｄ）および図１１（ｄ）に示されるように、ｎ－型層１２上に、ＳｉＣ
からなる第２電流分散層１５をエピタキシャル成長させる。これにより、ｎ－型層１２、
第１電流分散層１３、第２電流分散層１５を有するドリフト層１６が構成される。
【００５７】
　次に、図９（ａ）および図１２（ａ）に示されるように、図示しないマスクを形成し、
第２ディープ層１７の形成予定領域が開口するようにマスクをフォトリソグラフィー等で
パターニングする。そして、マスク上からボロン等のｐ型不純物をイオン注入すると共に
熱処理することにより、第２ディープ層１７を形成する。
【００５８】
　この際、第２ディープ層１７を第１ディープ層１４の延設方向と交差する方向に延設す
る。このため、第２ディープ層１７を形成する際に多少の位置ずれがあったとしても、第
１ディープ層１４と第２ディープ層１７とが繋がらないという不具合が発生することを抑
制できる。
【００５９】
　次に、図９（ｂ）および図１２（ｂ）に示されるように、第２電流分散層１５および第
２ディープ層１７上に、ｐ型不純物層をエピタキシャル成長させることによってベース領
域１８を形成する。
【００６０】
　続いて、図９（ｃ）および図１２（ｃ）に示されるように、ベース領域１８上に、ｎ型
不純物層をエピタキシャル成長させることによってソース領域１９を形成する。
【００６１】
　そして、図１０（ａ）および図１３に示されるように、図示しないマスクを形成し、コ
ンタクト層２０の形成予定領域が開口するようにマスクをフォトリソグラフィー等でパタ
ーニングする。そして、マスク上からボロン等のｐ型不純物をイオン注入すると共に熱処
理することにより、コンタクト層２０を形成する。
【００６２】
　次に、図１０（ｂ）に示されるように、図示しないマスクを形成した後、トレンチ２１
の形成旅程領域が開口するようにマスクをパターニングする。そして、異方性エッチング
を行ってトレンチ２１を形成する。具体的には、ソース領域１９およびベース領域１８を
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貫通し、第２電流分散層１５内に底部が位置するように、トレンチ２１を形成する。つま
り、トレンチ２１の底面より下方に、第１電流分散層１３および第１ディープ層１４が位
置するように、トレンチ２１を形成する。なお、異方性エッチングを行った後、必要に応
じて等方性エッチングや犠牲層酸化を行うようにしてもよい。
【００６３】
　次に、図１０（ｃ）に示されるように、トレンチ２１内を含む場所にゲート絶縁膜２２
を形成する。具体的には、ウェット雰囲気を用いたパイロジェニック法によるゲート酸化
（すなわち、熱酸化）によりゲート絶縁膜２２を形成する。続いて、ゲート絶縁膜２２の
表面にｎ型不純物をドーピングしたポリシリコン層を例えば６００℃の温度下で４４０ｎ
ｍ程度成膜したのち、トレンチ２１内にゲート絶縁膜２２およびゲート電極２３が残るよ
うにエッチバック工程等を行う。これにより、トレンチゲート構造が構成される。
【００６４】
　その後の工程に関しては、従来と同様であるため図示しないが、簡単に説明すると、ま
ず、層間絶縁膜２５を成膜する。そして、ソース領域１９の一部およびコンタクト層２０
が露出するコンタクトホール２５ａおよびゲート電極２３の一部が露出するコンタクトホ
ールを形成する。次に、各コンタクトホール２５ａを埋め込むように電極材料を成膜した
後、当該電極材料をパターニングすることでソース電極２４やゲート配線を形成する。ま
た、基板１１の裏面側にドレイン電極２６を形成する。以上のようにして、本実施形態の
ＳｉＣ半導体装置が製造される。
【００６５】
　以上説明したように、本実施形態では、トレンチ２１よりも深い位置に、ｎ－型層１２
よりも高不純物濃度とされた第１電流分散層１３と、当該第１電流分散層１３内に形成さ
れた第１ディープ層１４とを有している。このため、ゲート絶縁膜２２に高電界が入り難
くなり、ゲート絶縁膜２２が破壊されることを抑制できる。
【００６６】
　また、第１電流分散層１３がｎ－型層１２よりも高不純物濃度とされているため、ドリ
フト層と接するようにディープ層が形成された従来のＳｉＣ半導体装置と比較して、第１
ディープ層１４から延びる空乏層の広がりが抑制される。このため、第１ディープ層１４
によって電流経路が狭くなることが抑制され、オン抵抗の低減を図ることができる。
【００６７】
　さらに、第１電流分散層１３および第１ディープ層１４は、トレンチ２１よりも深い位
置に形成されている。このため、第１ディープ層１４を形成する際にアライメントズレ等
が発生したとしても、第１ディープ層１４とトレンチ２１とが接することを抑制できる。
【００６８】
　また、第１ディープ層１４は、第１電流分散層１３内に形成されている。つまり、第１
ディープ層１４は、第１ディープ層１４の底部とｎ－型層１２との間に第１電流分散層１
３が位置するように形成されている。このため、第１ディープ層１４から延びる空乏層が
ｎ－型層１２側に大きく延び、オン抵抗が増加することを抑制できる。
【００６９】
　さらに、第２ディープ層１７は、第１ディープ層１４の延設方向と交差する方向に延設
されている。このため、第２ディープ層１７を第１ディープ層１４の延設方向に沿って延
設した場合と比較して、位置ずれ等が発生した場合に第２ディープ層１７と第１ディープ
層１４とが繋がらないという不具合が発生することを抑制できる。つまり、第１ディープ
層１４がフローティング状態になるという不具合が発生することを抑制できる。
【００７０】
　また、第２ディープ層１７は、第１ディープ層１４とベース領域１８（つまり、ソース
電極２４）とを繋ぐ機能を主に発揮するものであり、トレンチ２１から離れた位置に形成
されている。このため、第２ディープ層１７がトレンチ２１と接している場合と比較して
、ベース領域１８に形成されたチャネルを通過した電子が第２電流分散層１５に流れる際
、第２電流分散層１５へと流れる経路が狭くなることを抑制できる。したがって、オン抵



(13) JP 6729523 B2 2020.7.22

10

20

30

40

50

抗が増加することを抑制できる。
【００７１】
　さらに、第２電流分散層１５は、ｎ－型層１２よりも高不純物濃度とされている。この
ため、例えば、第２電流分散層１５がｎ－型層１２と同じ不純物濃度とされている場合と
比較して、第２ディープ層１７から延びる空乏層の広がりも抑制される。つまり、第１電
流分散層１３内の電流経路が狭くなることを抑制できる。したがって、オン抵抗が増加す
ることを抑制できる。
【００７２】
　また、第１電流分散層１３および第１ディープ層１４は、第１電流分散層１３の不純物
濃度をｙ［ｃｍ－３］、第１電流分散層１３の幅をｘ［μｍ］とすると、２×１０１６／
ｘ１．７２８<ｙ<－２×１０１７ｘ＋３×１０１７となるように形成されている。このた
め、オン抵抗を低減しつつ、ゲート絶縁膜２２に印加される電界を低減でき、さらに耐圧
が低下することも抑制できる。
【００７３】
　さらに、第１電流分散層１３は、セル領域１のみに形成されており、外周領域２には形
成されていない。このため、外周領域２では、空乏層が広がり易い構成となり、等電位線
の間隔が広がり易くなることで電界集中が発生し難い構成とできる。したがって、設計の
自由度を向上できる。
【００７４】
　また、第１電流分散層１３は、イオン注入によって形成される。このため、第１電流分
散層１３をエピタキシャル膜で形成する場合と比較して、第１電流分散層１３の不純物濃
度の制御が容易になり、特性がばらつくことを抑制できる。
【００７５】
　（第２実施形態）
　第２実施形態について説明する。第２実施形態は、第１ディープ層１４の構成を変更し
たものであり、その他に関しては第１実施形態と同様であるため、ここでは説明を省略す
る。
【００７６】
　本実施形態では、図１４に示されるように、第１ディープ層１４は、ｘ軸方向に沿って
複数延設されている。そして、隣合う第１ディープ層１４同士は、複数の箇所で繋がって
いる。つまり、本実施形態では、第１ディープ層１４は、格子状に形成されているといえ
る。なお、本実施形態では、第１電流分散層１３は、最も狭い部分の長さが上記幅ｘとな
る。つまり、例えば、図１４中では、第１電流分散層１３は、第１ディープ層１４で囲ま
れる部分の平面形状が正方形とされているが、平面形状が長方形状である場合、短辺の長
さが上記幅ｘとなる。
【００７７】
　以上説明したように、本実施形態では、第１ディープ層１４が格子状に形成されている
。このため、さらに第１ディープ層１４と第２ディープ層１７とが繋がらないという不具
合が発生することをさらに抑制しつつ、上記第１実施形態と同様の効果を得ることができ
る。
【００７８】
　（他の実施形態）
　本発明は上記した実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載した範囲
内において適宜変更が可能である。
【００７９】
　例えば、上記各実施形態では、第１導電型をｎ型、第２導電型をｐ型としたｎチャネル
タイプのＭＯＳＦＥＴを例に挙げて説明したが、各構成要素の導電型を反転させたｐチャ
ネルタイプのＭＯＳＦＥＴに対しても本発明を適用することができる。また、上記各実施
形態では、トレンチゲート構造のＭＯＳＦＥＴを例に挙げて説明したが、同様のトレンチ
ゲート構造のＩＧＢＴに対しても本発明を適用することができる。ＩＧＢＴは、上記各実
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製造方法に関しては上記各実施形態と同様である。
【００８０】
　また、上記第１実施形態において、外周領域２はメサ構造とされていてもよい。すなわ
ち、図１５および図１６に示されるように、外周領域２は、ソース領域１９、ベース領域
１８を貫通してｎ－型層１２に達する凹部２８が形成されたメサ構造とされていてもよい
。なお、図１５のセル領域１は、図１中のII－II線に沿った断面に相当し、図１６中のセ
ル領域１は、図１中のIII－III線に沿った断面に相当する。
【００８１】
　そして、上記各実施形態において、第２ディープ層１７は、複数形成されておらず、１
つのみであってもよい。このようなＳｉＣ半導体装置としても、１つの第２ディープ層１
７が各第１ディープ層１４と繋がることにより、上記各実施形態と同様の効果を得ること
ができる。
【００８２】
　さらに、上記各実施形態において、第１ディープ層１４は、例えば、ｙ軸方向に沿って
延設されていてもよい。つまり、第１ディープ層１４は、第２ディープ層１７と同じ方向
に延設されていてもよい。また、上記各実施形態において、第２電流分散層１５は、例え
ば、ｎ－型層１２と同じ不純物濃度とされていてもよい。そして、第１電流分散層１３は
、外周領域２にも形成されていてもよい。
【００８３】
　また、上記各実施形態において、コンタクト層２０を形成されていなくてもよい。つま
り、ソース電極２４がベース領域１８と接続されていてもよい。
【００８４】
　そして、上記各実施形態において、ゲート絶縁膜２２は、熱酸化によらない酸化膜、ま
たは窒化膜等を含む構成とされていてもよい。
【００８５】
　さらに、上記各実施形態において、ベース領域１８上にｐ型不純物層をエピタキシャル
成長させることによってコンタクト層２０を形成した後、ソース領域１９を形成するよう
にしてもよい。
【００８６】
　なお、結晶の方位を示す場合、本来ならば所望の数字の上にバー（－）を付すべきであ
るが、電子出願に基づく表現上の制限が存在するため、本明細書においては、所望の数字
の前にバーを付すものとする。
【符号の説明】
【００８７】
　１１　基板
　１２　ｎ－型層（第１不純物領域）
　１３　第１電流分散層
　１４　第１ディープ層
　１５　第２電流分散層
　１７　第２ディープ層
　１８　ベース領域
　１９　ソース領域（第２不純物領域）
　２１　トレンチ
　２２　ゲート絶縁膜
　２３　ゲート電極
　２４　ソース電極（第１電極）
　２６　ドレイン電極（第２電極）
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